
 平成３０年度税制改正により「電子情報処理組織による申告の特

例」が創設され、地方公共団体の特別会計に係る消費税等の申告は、

e-Tax により提出しなければならないこととされました（以下「e-

Tax 義務化」といいます。）。 

e-Tax 義務化の概要は以下のとおりです。 

消費税及び地方消費税 

対象税目 

申告書及び申告書に添付すべき

ものとされている書類の全て 

対象書類 

確定申告書、中間申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書 

対象手続 

平成 32（2020）年４月１日以後に開始する課税期間から適用 

適用日 

  

e-Tax ホームページでは、e-Tax 義務化の概要、利用開始の手続、 

e-Tax ソフトの操作方法、よくある質問（Ｑ＆Ａ）など、e-Tax に関 

する情報についてお知らせしていますので、是非ご覧ください。 

  
月曜日～金曜日の８時 30 分から２４時（祝日等を除く。） 

  ※ 平成 31 年１月から利用可能時間を拡大します。 

 

国税庁では、e-Tax・確定申告書等作成コーナーの操作に関する問い合わせに電話で対応

する専用窓口として、e-Tax・作成コーナーヘルプデスクを設置しています。 

(注)申告の内容に関してのご相談（税務相談）は、最寄りの税務署をご利用ください。 

０５７０－０１－５９０１（e－コクゼイ） 全国一律市内料金 

０３－５６３８－５１７１（PHS などをご利用の場合） 通常通話料金 

○ ヘルプデスクの受付時間

・ 月曜日～金曜日(祝日等及び 12 月 29 日～1 月 3 日を除く。) 

9 時～１７時  

e-Tax ホームページ 

e-Tax の利用可能時間 

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 



○ 支払調書の光ディスク等による提出については、国税庁ホームページの「税の情報
・手続・用紙」⇒「申告手続・用紙」⇒「法定調書等の光ディスク等による提出のご
案内」をご覧ください。

○ 基準年の支払調書の提出枚数が100枚未満の方でも、e-Tax又は光ディスク等によ
り提出することができます。
※ 光ディスク等による提出に当たっては、事前に所轄の税務署長の承認が必要な場合があります。

平成33（2021）年１月１日以降、支払調書の種類ごと(※)に、前々年
の提出すべきであった当該支払調書の枚数が100枚以上（現行：1,000
枚以上）である支払調書については、e-Tax又は光ディスク等による提
出が必要となります。
※ 支払調書の種類ごとにe-Tax又は光ディスク等による提出義務を判定します。
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